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○宮本（岳）委員 次にただしたいのは、リニア中央新幹線建設事業と法案との関係

です。 

 この事業にかかわって沿線で多数の所有者不明土地が存在している、これは事実

ですね。 

 

○田村（計）政府参考人 リニア中央新幹線の事業に係りますところにつきまして所

有者不明土地がどのように所在しているか、していないかということについては、把握

をしてございません。 

 

○宮本（岳）委員 では、リニア事業で所有者不明土地、これを活用したいという場合

も、この土地収用法の特則は使えますね。 

 

○田村（計）政府参考人 お答えいたします。 

 土地収用法の特例制度の対象は、土地収用法の収用適格事業の対象と同一でご

ざいます。 

 リニア中央新幹線に係る事業につきましては、土地収用法第三条第七号に規定す

る、鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に該当いたします。 

 このため、リニア中央新幹線に係る事業が土地収用法に基づく事業認定を受けた

上で、対象の土地が特定所有者不明土地に該当し、当該土地の取得について反対

する権利者がいない等の一定の要件を満たす場合には、本法案の土地収用法の特

例の対象になり得ます。 

 

○宮本（岳）委員 なり得るという答弁でした。 

 リニア中央新幹線事業では、沿線で多数の所有者不明土地の存在が判明しており

ます。ＪＲ東海が土地の取得に苦慮しているという運動団体の報告もあります。ＪＲ東

海は土地収用を行うこともあると地権者に公言しており、これをおどしと受け取ってい

る方もおられます。財産権を取り上げるぞとおどしているようなものです。 

 運動団体からは、本法案は、タイミング的にもリニア推進のために出されてきたとい

う指摘もございます。リニアに三兆円もの公的資金を投入するだけでなく、土地収用

についても政府はＪＲ東海に対して至れり尽くせりだと言わざるを得ないと思うんです。

土地収用法の特則については決して認められないということを改めて指摘しておきた

いと思います。 


